
継
親
子
関
係
に
つ
い
て

　
　
　
　
－
養
子
縁
組
を
中
心
に
1

許

末
　
　
　
恵

（83）継親子関係について

は
じ
め
に

　
継
親
子
関
係
は
、
民
法
旧
規
定
に
お
い
て
、
嫡
母
庶
子
関
係
と

な
ら
ぴ
、
法
定
血
族
関
係
と
し
て
独
自
に
規
制
さ
れ
て
い
た
（
旧

七
二
八
条
）
が
、
現
行
法
は
こ
れ
を
承
継
せ
ず
、
継
親
子
は
単
に

姻
族
と
し
て
規
制
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
、
そ
の
効
果
は
、

一
般
の
親
族
と
し
て
の
効
果
と
異
な
ら
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
養
子
縁
組
に
関
し
て
は
、
特
別
の
規
制
を
う
け
る
。

す
な
わ
ち
、
配
偶
者
の
子
を
養
子
と
す
る
の
に
配
偶
者
の
同
意
が

不
要
で
あ
る
。
未
成
年
養
子
に
対
す
る
家
庭
裁
判
所
の
許
可
も
、

自
己
又
は
配
偶
者
の
直
系
卑
属
を
養
子
と
す
る
揚
合
に
は
、
不
要

で
あ
る
（
七
九
八
条
但
書
）
。
こ
の
例
外
の
趣
旨
は
、
こ
う
し
た

縁
組
に
お
い
て
は
お
よ
そ
養
子
の
福
祉
を
害
す
る
こ
と
は
あ
り
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

ま
い
と
の
判
断
に
基
づ
く
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
判
断
が

す
べ
て
の
場
含
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
但
書
に

は
強
い
立
法
上
の
批
判
の
あ
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
継
子
養
子
の
要
件
は
、
通
常
の
未
成
年
養
子
に
比

べ
、
非
常
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
実
際
の
養
子
縁
組
で
も
、
継
子
養
子
の
割
合
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

な
り
高
い
。
法
務
省
の
調
査
（
一
九
八
二
年
実
施
）
で
は
、
未
成

年
養
子
の
四
分
の
三
、
養
子
全
体
で
も
三
割
弱
が
継
子
養
子
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
未
成
年
者
で
は
、
夫
（
継
父
）
に
よ
る
妻
の
子

の
縁
組
が
、
妻
（
継
母
）
に
よ
る
夫
の
子
の
縁
組
の
一
〇
・
六
倍

に
達
し
て
お
り
、
著
し
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。
山
本
正
憲
教
授
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＾
3
）

に
よ
る
岡
山
市
の
調
査
で
も
同
様
の
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
の
養
子
縁
組
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
縁
組
屑
出
件
数
全
体

が
年
間
八
、
九
万
件
前
後
と
横
バ
イ
状
態
に
あ
る
の
に
対
し
、
許

可
縁
組
件
数
が
年
間
三
千
件
台
へ
と
激
減
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

　
　
＾
4
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
国
民
の
生
活
意
識
の
変
化
な
ど
カ

ら
成
年
養
子
の
増
加
は
考
え
に
く
い
の
で
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可

を
要
し
な
い
自
己
又
は
配
偶
者
の
直
系
卑
属
の
養
子
の
増
加
が
予

　
　
　
　
　
＾
5
）

想
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
調
査
は
こ
の
予
想
の
ひ
と
つ
の
根
拠
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
継
子
養
子
増
加
の
原
因
は
、
第
一
に
、
過
去
二
〇
年
に
及
ぷ
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

婚
の
増
加
、
そ
れ
に
伴
う
子
の
い
る
離
婚
件
数
の
増
加
で
あ
る
。

親
の
離
婚
を
経
験
す
る
子
の
数
は
、
二
〇
歳
未
満
人
口
千
に
対
し
、

一
九
六
〇
年
の
一
・
九
一
か
ら
一
九
八
二
年
の
五
．
七
二
へ
と
年

　
　
　
　
　
一
ア
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

年
増
え
て
い
る
。
次
に
、
再
婚
件
数
は
、
毎
年
一
一
　
二
万
件

（
全
婚
姻
件
数
の
一
五
バ
ー
セ
ン
ト
前
後
）
は
常
に
あ
る
の
で
、

親
が
再
婚
す
る
子
の
数
も
、
増
え
こ
そ
す
れ
減
乃
と
は
考
、
中
札
に
く

い
。
継
子
養
子
は
、
こ
う
し
た
親
の
離
婚
及
び
再
婚
に
伴
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

行
な
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
継
子
養
子
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
。
七
九
八

条
但
書
へ
の
立
法
上
の
批
判
は
別
に
し
て
も
、
継
子
養
子
自
体
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
↑
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

　
　
　
＾
9
）

と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
夫
婦
仲
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
限
り
縁
組

を
規
制
し
な
く
て
も
子
が
不
幸
せ
に
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
た
と

え
夫
婦
が
離
婚
し
て
も
離
縁
す
れ
ば
足
り
る
と
し
て
、
と
く
に
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

子
養
子
を
規
制
す
る
必
要
は
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
離
婚
及
び
再
婚
の
増
加
と
い
う
同
様
の
社
会
的
背
景

を
も
つ
国
々
、
と
く
に
欧
米
諸
国
で
は
、
継
子
養
子
が
な
さ
れ
て

い
て
も
、
そ
の
扱
い
は
必
ず
し
も
日
本
と
同
じ
わ
け
で
は
な
い
。

日
本
で
も
、
継
子
養
子
が
必
ず
し
も
子
の
幸
せ
に
結
び
つ
か
な
い

ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
継
親
子
関
係
に
つ
い
て
特
に
継
子
養
子
を

め
ぐ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
問
題
点
を
中
心
に
、
比
較
法
的
観
点
も
ふ

ま
え
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
養
子
制
度
は
今
世
紀
よ
り
要
保

護
児
童
救
済
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
各
国
で
は
完
全
養
子
化

を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
継
子
養
子
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
ら
れ
る
か
、
そ
こ
で
の
養
子
制
度
の
意
義
を
検
討
し
、
継
親
子

関
係
一
般
の
法
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
継
子
と
は
、
配
偶
者
の
子
で
自
分
の
実

子
で
な
い
者
を
い
う
こ
と
と
す
る
。
嫡
出
子
た
る
と
非
嫡
出
子
た

る
と
を
間
わ
な
い
が
、
間
題
の
本
質
上
、
主
に
嫡
出
子
に
つ
い
て

馳



（85）継親子関係について

検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
継
親
子
関
係
は
、
親
が
子
の
親
で
な

い
者
と
婚
姻
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
本

稿
で
は
、
継
親
（
親
の
配
偶
者
）
と
子
と
の
間
に
親
子
と
し
．
て
の

共
同
生
活
な
い
し
監
護
関
係
が
あ
り
、
か
つ
、
子
が
未
成
年
の
場

合
に
隈
定
し
、
こ
れ
を
便
宜
的
に
継
親
家
族
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
継
子
養
子
に
関
す
る
以
下
の
議
論
は
、
完
全
養
子
を
採
用
す
る

法
体
系
に
お
い
て
強
く
主
張
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
不
完
全
養
子
ま

た
は
契
約
型
養
子
に
お
い
て
も
、
お
よ
そ
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

親
子
間
に
親
子
関
係
が
人
為
的
に
擬
制
さ
れ
る
以
上
、
原
則
と
し

て
等
し
く
妥
当
す
る
。
た
だ
、
完
全
養
子
に
お
い
て
は
、
要
保
護

児
童
救
済
と
い
う
制
度
の
目
的
及
ぴ
実
親
子
関
係
の
法
的
断
絶
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
B
）

養
方
家
族
へ
の
子
の
完
全
な
組
込
み
と
い
う
制
度
の
効
果
か
ら
、

そ
の
間
題
点
が
一
層
強
く
意
識
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
方
親
族

関
係
の
断
絶
し
な
い
不
完
全
養
子
と
の
差
異
を
過
度
に
強
調
す
る

こ
と
は
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
紙
幅
の
関
係
上
、
註
及
ぴ
参
考
文
献
の
提
示
は
最
小
限

で
あ
り
、
必
ず
し
も
網
羅
的
で
な
い
。

二
　
日
本
民
法
に
お
け
る
継
親
子
関
係
と
継
子
養
子

1
　
民
法
旧
規
定

　
　
　
　
　
＾
1
2
）

　
民
法
旧
規
定
で
は
継
親
子
間
に
は
、
嫡
母
庶
子
間
と
な
ら
ぴ
、

親
子
間
に
お
け
る
と
同
一
の
親
族
関
係
を
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
た

（
旧
七
二
八
条
）
。
こ
こ
で
の
継
親
子
関
係
は
、
「
子
の
親
の
配
偶

者
で
あ
っ
て
、
子
に
と
っ
て
親
で
な
い
者
と
そ
の
子
と
が
家
を
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
〕

じ
う
す
る
場
合
の
法
定
親
子
関
係
」
と
定
義
さ
れ
る
。
家
を
同
じ

く
す
る
の
で
、
家
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
親
子
関
係
が
擬
制
さ
れ

た
。
そ
の
主
要
な
臭
体
的
効
果
は
、
親
権
、
扶
養
及
び
相
続
に
関

す
る
。
し
か
し
、
継
親
子
間
に
は
血
族
関
係
を
欠
き
、
養
子
縁
組

の
よ
う
な
親
子
関
係
形
成
に
関
す
る
当
事
者
の
意
思
も
な
く
、
単

に
「
家
」
制
度
を
背
景
と
し
て
の
親
子
関
係
の
設
定
に
す
ぎ
な
い

の
で
、
実
際
に
は
継
親
の
権
隈
行
使
に
は
親
族
会
の
同
意
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
制
限
が
付
さ
れ
（
例
、
旧
八
七
八
条
、
七
七
三
条
、
八

聖
二
条
二
項
そ
の
他
）
、
実
親
子
関
係
に
比
べ
厳
然
た
る
差
別
が

存
在
し
た
。
他
方
、
と
く
に
相
続
に
関
す
る
効
果
の
広
汎
さ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

継
親
子
関
係
の
成
立
要
件
を
厳
し
く
解
す
る
傾
向
が
あ
り
、
継
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
挙
説
・
判
例
の
激
し
い
対
立
が
あ
っ
た
。
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

法
論
と
し
て
の
削
除
論
も
主
張
さ
れ
た
。

　
旧
規
定
で
の
継
子
養
子
は
、
継
親
子
間
に
実
親
子
間
に
お
け
る

と
同
一
の
親
族
関
係
を
生
じ
継
子
は
嫡
出
子
の
身
分
を
取
得
す
る

の
で
、
そ
の
実
益
が
な
い
と
も
主
張
さ
れ
た
が
、
前
述
し
た
法
文
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上
の
制
隈
や
継
子
養
子
を
禁
ず
る
条
文
の
不
存
在
か
ら
実
益
は
あ

る
と
さ
れ
、
大
審
院
も
そ
れ
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
（
大
審
院
昭

和
六
年
＝
一
月
二
三
日
決
定
民
集
一
〇
巻
一
二
号
二
一
八
二
頁
）
。

　
2
　
親
族
法
改
正
要
綱

　
臨
時
法
制
審
議
会
に
よ
る
民
法
改
正
要
綱
で
は
、
「
第
二
　
継

親
子
」
に
お
い
て
、
「
継
親
子
ノ
関
係
ハ
父
又
ハ
母
ノ
家
二
生
マ
レ

タ
ル
子
ト
父
又
ハ
母
ノ
後
妻
又
ハ
後
父
ト
シ
テ
其
家
二
入
リ
タ
ル

者
ト
ノ
間
二
生
ズ
ル
モ
ノ
ト
シ
、
養
子
ト
ノ
関
係
亦
之
二
準
ズ
ル

モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
」
と
し
、
そ
れ
ま
で
解
釈
上
凝
義
の
あ
っ
た
い

わ
ゆ
る
「
連
れ
子
」
も
継
子
と
な
り
う
る
か
の
間
魑
に
つ
き
、
い

わ
ゆ
る
「
家
附
の
子
」
の
み
が
継
子
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

＾
〃
）

た
。
継
親
子
関
係
の
成
立
を
必
要
な
範
囲
に
限
定
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
基
本
的
に
は
「
家
」
の
安
泰
の
た
め
の
継
親
子
関
係
の

規
制
と
い
う
性
格
を
免
れ
て
い
な
い
。

　
3
　
戦
後
の
民
法
改
正

　
戦
後
の
民
法
改
正
に
際
し
、
最
も
議
論
さ
れ
た
問
題
の
ひ
と
つ

が
、
継
親
子
関
係
・
嫡
母
庶
子
関
係
の
廃
止
で
あ
る
。
改
正
民
法

で
は
法
葎
上
の
「
家
」
制
度
を
認
め
な
い
の
で
、
「
家
」
の
存
在

を
前
提
と
す
る
継
親
子
・
嫡
母
庶
子
関
係
は
当
然
に
廃
止
さ
れ
、

本
来
の
姻
族
一
親
等
関
係
に
も
ど
る
と
い
う
の
が
政
府
側
の
主
張

だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
継
親
子
間
及
ぴ
嫡
母
庶
子
間
に
親
子
関

係
を
認
め
な
い
の
は
一
般
の
社
会
意
識
や
情
誼
に
反
す
る
と
し
て
、

衆
参
両
議
院
に
お
い
て
く
り
返
し
反
対
が
表
明
さ
れ
た
。
政
府
側

は
、
そ
の
度
に
、
旧
規
定
の
継
親
子
関
係
が
「
家
」
制
度
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
範
囲
や
効
果
が
広
す
ぎ
て
実
際
の
当
事
者
の

意
思
に
反
す
る
こ
と
、
親
子
関
係
を
望
む
場
合
に
は
当
嬰
者
の
意

思
に
基
づ
き
養
子
縁
組
を
す
る
方
法
も
あ
る
こ
と
を
答
弁
し
て
い

＾
1
8
）る

。
こ
こ
で
は
、
継
子
養
子
は
、
「
家
」
制
度
を
前
提
と
し
て
法

的
に
親
子
関
係
を
擬
制
す
る
旧
規
定
の
継
親
子
関
係
に
か
わ
り
、

当
事
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
個
別
に
継
親
子
間
を
規
制
す
る
手
段

と
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
政
府
側
答

弁
の
中
に
は
、
継
子
養
子
を
促
進
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
も
み
い

　
　
　
＾
1
9
）

だ
さ
れ
る
。

　
な
お
、
同
時
に
、
「
家
」
制
度
の
廃
止
と
と
も
に
養
子
制
度
を
全

廃
す
べ
き
か
も
問
わ
れ
た
が
、
子
の
保
護
の
た
め
の
制
度
と
し
て

残
す
べ
き
で
あ
り
、
濫
用
対
策
と
し
て
七
九
八
条
の
家
事
審
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

の
許
可
制
度
を
お
く
と
さ
れ
た
点
は
、
継
子
養
子
に
対
す
る
立
法

者
の
好
意
的
姿
勢
と
対
比
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
。

　
養
子
縁
組
自
体
、
大
き
く
改
正
さ
れ
た
。
旧
規
定
の
家
督
相
続

目
的
の
縁
組
（
婿
養
子
、
遺
言
養
子
）
は
鹿
止
さ
れ
、
縁
組
成
立

86
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へ
の
「
家
」
的
千
渉
は
排
除
さ
れ
た
。
父
母
の
同
意
権
も
撤
廃
さ

れ
、
養
子
縁
組
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
純
粋

に
個
人
間
の
契
約
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
た
。
成
立
要
件
も
き
わ

め
て
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
契
約
的
構
成
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
縁
組
効
果
は
非
常
に
広
汎
で
あ
り
、
特
異
な
立
法
例
と

　
　
　
　
＾
刎
〕

な
っ
て
い
る
。

　
継
親
子
は
当
然
に
親
子
関
係
を
擬
制
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
養

子
縁
組
は
一
層
容
易
に
な
っ
た
。
継
子
養
子
の
場
合
、
家
事
審
判

所
の
許
可
不
要
に
加
え
、
当
事
者
（
と
く
に
子
）
の
意
思
の
関
与

な
し
に
縁
組
の
な
さ
れ
る
可
能
性
が
存
す
る
（
七
九
五
条
但
書
、

七
九
七
条
但
書
参
照
）
。
し
か
も
、
縁
組
後
は
、
旧
規
定
の
よ
う

な
継
親
の
権
隈
行
使
へ
の
監
視
・
制
限
は
な
く
、
実
親
子
と
全
く

同
じ
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
改
正
の
論
拠
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
「
当
事
者
の
意
思
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
i
が
、
旧

規
定
で
の
「
家
」
制
度
に
基
づ
く
継
親
子
関
係
の
規
制
に
ど
こ
ま

で
対
抗
し
う
る
か
は
、
か
な
り
凝
わ
し
い
。

　
4
　
現
行
法

　
現
行
法
は
継
親
子
関
係
を
特
別
に
規
制
せ
ず
、
そ
の
実
質
的
効

果
を
認
め
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
配
偶
者
の
子
で
あ
れ
ば
継
子
と

し
て
姻
族
一
親
等
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
旧
規
定
で
の
継
子
の
意

義
を
め
ぐ
る
深
刻
な
争
い
は
、
新
規
定
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
失

っ
た
。

　
継
親
は
継
子
に
関
し
、
継
親
と
し
て
の
権
利
義
務
を
も
た
な
い
。

そ
れ
が
間
題
と
な
る
の
は
、
継
親
子
が
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る

場
合
（
本
稿
に
い
う
継
親
家
族
の
存
す
る
場
合
）
で
あ
り
、
と
く

に
親
権
、
扶
養
及
ぴ
相
続
に
関
し
て
で
あ
る
。
継
親
の
氏
と
子
の

氏
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
氏
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。

継
親
が
継
子
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
権
利
義
務
を
得
た
い
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

継
親
は
、
必
要
に
店
じ
て
個
々
の
手
続
を
利
用
す
る
か
、
養
子
縁

組
に
よ
り
親
子
関
係
の
全
効
果
を
実
現
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
の
方

法
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
継
子
養
子
の
要
件
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
非
常
に
ゆ
る
や
か
で

あ
る
。
一
五
歳
未
満
の
子
の
代
諾
養
子
（
七
九
七
条
）
に
つ
い
て

は
、
親
権
者
た
る
実
親
の
代
諾
に
よ
り
継
親
と
養
子
縁
組
し
た
子

に
つ
い
て
非
親
権
者
た
る
他
方
親
が
親
権
者
変
更
を
申
し
立
て
る
．

ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
例
の
多
く
は
、
法
規

定
（
と
く
に
八
一
九
条
）
の
趣
旨
よ
り
み
て
親
権
者
変
更
は
子
が

一
方
の
単
独
親
権
に
服
し
て
い
る
場
合
に
隈
ら
れ
る
の
で
、
子
が

養
親
た
る
継
親
と
実
親
と
の
共
同
親
権
に
服
し
て
い
る
以
上
、
他

方
実
親
の
単
独
親
権
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
　
研
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＾
2
3
）

理
由
に
、
他
方
親
の
親
権
者
変
更
申
立
て
を
却
下
し
て
い
る
。
裁

判
所
は
、
子
の
福
祉
を
実
質
的
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
形
式
的

法
理
論
か
ら
他
方
親
の
請
求
を
退
け
て
い
る
。
継
子
養
子
の
問
題

性
は
こ
の
点
に
最
も
強
く
表
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
継
父
に
よ
る
縁
組
が
継
母
に
よ
る
縁
組
の
一
〇
倍
以
上

あ
る
こ
と
か
ら
、
子
の
氏
変
更
及
び
入
籍
を
目
的
と
し
た
縁
組
の

　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

利
用
が
推
定
さ
れ
る
。
夫
の
氏
を
称
す
る
婚
姻
が
大
多
数
で
あ
る

現
状
か
ら
考
え
て
、
婚
姻
に
よ
り
母
が
そ
の
氏
を
夫
の
氏
に
改
め

る
の
で
、
子
の
氏
も
夫
（
継
父
）
の
氏
に
改
め
か
つ
子
を
実
母
の

戸
籍
に
入
籍
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
く
に
子
の
氏
変
更
に
は
七
九

一
条
に
よ
り
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
の
が
原
則
だ
が
、
継
子
養
子

に
よ
れ
ば
裁
判
所
の
一
切
の
関
与
な
く
し
て
子
の
氏
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
氏
に
対
す
る
公
的
統
制
を
養
子
縁
組
が
潜
脱
す

る
こ
と
に
な
り
、
氏
に
対
す
る
子
自
身
ま
た
は
他
方
親
の
意
向
を

無
視
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
で
も
、
継
子
養
子
に
問
題
が
な
い
と

は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
氏
法
の
養
子

制
度
は
、
た
と
え
ぱ
「
要
保
護
児
童
の
救
済
」
と
い
っ
た
特
定
の

目
的
を
も
た
ず
、
多
様
な
目
的
を
実
現
す
る
制
度
と
し
て
規
定
さ

　
　
　
＾
％
）

れ
て
い
る
の
で
、
制
度
の
目
的
か
ら
継
子
養
子
の
当
否
を
判
断
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
次
節
で
考
察
す
る
英
国
で
の
扱

い
と
様
相
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
右
に
あ
げ
た
継
親
家
族
外
の

実
親
の
親
権
者
変
更
申
立
て
ー
そ
れ
が
実
際
に
は
む
し
ろ
継
親

に
よ
る
養
子
縁
組
を
挫
く
目
的
の
も
の
で
あ
れ
ー
や
子
の
氏
．

入
籍
の
問
題
は
、
親
の
離
婚
時
に
離
縁
す
れ
ぱ
解
決
さ
れ
る
問
題

と
は
局
面
が
異
な
り
、
養
子
縁
組
に
の
せ
て
継
親
子
関
係
を
規
制

す
る
考
え
方
自
体
に
由
来
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
継
子
養
子
の
要

件
の
整
備
や
厳
椿
化
に
よ
る
だ
け
で
は
解
決
し
え
な
い
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
7
）

な
い
だ
ろ
う
か
。
英
国
の
養
子
制
度
は
、
日
本
の
制
度
と
は
全
く

異
な
っ
て
い
る
が
、
継
子
養
子
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
に
は
、
そ

う
し
た
制
度
の
違
い
を
こ
え
、
右
の
継
子
養
子
及
び
養
子
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脇
）

間
題
点
が
鋭
く
示
さ
れ
て
い
る
。
英
国
法
を
と
り
あ
げ
る
所
以
で

糺
苧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
三
　
英
国
に
お
け
る
継
親
子
関
係
と
継
子
養
子

　
1
　
継
親
子
の
法
的
地
位

　
継
親
は
継
子
に
対
し
、
継
親
と
し
て
な
ん
の
法
的
地
位
を
も
た

な
い
。
継
親
が
継
子
に
関
し
な
ん
ら
か
の
権
利
義
務
を
得
る
に
は
、

制
定
法
上
の
命
令
に
よ
る
か
、
継
親
が
継
子
を
そ
の
世
帯
に
ひ
き

と
り
、
任
意
に
子
に
関
す
る
責
任
を
ひ
き
う
け
た
場
合
（
ぎ
ミ
o
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＾
3
0
〕

言
、
§
募
関
係
）
に
眼
ら
れ
る
。
子
に
関
す
る
継
親
の
責
任
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
も
の
で
あ
れ
、
制
定
法
上
の
も
の
で
あ
れ
、

子
の
事
実
上
の
監
護
者
と
し
て
の
継
親
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
里

り
、
継
親
だ
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
継
親
子

関
係
の
法
的
効
果
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
ず
、
個
々
の
状
況
や
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
初
）

定
の
制
定
法
に
お
い
て
個
別
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
養
子

縁
組
は
、
実
親
の
生
存
中
に
継
親
が
親
と
し
て
の
金
権
利
義
務
を

ひ
き
う
け
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。

　
2
　
継
子
養
子
と
そ
の
法
規
制

　
継
子
養
子
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

よ
り
離
婚
の
増
加
に
伴
い
嫡
出
子
養
子
が
増
え
は
じ
め
、
し
か
も

そ
の
多
く
が
親
・
継
親
に
よ
る
共
同
養
子
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

現
在
も
養
子
の
四
割
近
く
が
嫡
出
子
で
あ
り
、
親
に
よ
る
養
子
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
翌

組
も
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
る
。

　
従
来
、
継
子
養
子
は
、
年
齢
要
件
な
ど
が
緩
和
さ
れ
（
一
九
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
碑
）

八
年
養
子
法
二
条
な
ど
）
、
他
の
親
族
や
親
に
よ
る
養
子
と
同
じ

く
、
無
制
隈
に
許
容
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
効
果
は
通
常
の
養
子
縁
組
と
異
な
ら
な
い
。
継
親
家
族
外

の
も
う
一
人
の
実
親
と
子
と
の
法
的
関
係
は
終
了
す
る
。
子
に
関

し
て
監
護
権
命
令
や
面
接
交
渉
の
定
め
の
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら

も
終
了
し
、
他
方
親
は
も
は
や
監
護
権
命
令
に
つ
い
て
修
正
等
を

申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
一
般
に
養
子
命
令

の
終
局
性
か
ら
、
命
令
後
の
実
親
子
間
の
接
触
は
好
意
視
さ
れ
な

い
。

　
し
か
し
、
現
在
は
、
親
・
継
親
夫
婦
に
よ
る
養
子
申
立
て
及
ぴ

継
親
単
独
の
申
立
て
は
、
事
案
が
一
九
七
三
年
婚
姻
事
件
手
続
法

四
二
条
（
監
護
椀
命
令
そ
の
他
）
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
ほ
う
が
よ

い
と
裁
判
所
が
考
え
る
と
き
に
は
、
却
下
さ
れ
る
（
一
九
七
五
年

児
童
法
一
〇
条
三
項
、
一
一
条
四
項
。
一
九
七
六
年
養
子
法
一
四

条
三
項
、
一
五
条
四
項
。
但
し
本
稿
で
は
便
宜
上
一
九
七
五
年
法

に
よ
る
。
一
九
七
六
年
一
一
月
二
六
日
よ
り
施
行
）
。
こ
の
規
制

を
う
け
る
の
は
、
実
質
的
に
は
、
親
が
離
婚
し
た
場
合
の
嫡
出
継

子
の
養
子
で
あ
る
。

　
ま
た
、
継
子
の
養
子
申
立
て
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ

　
　
　
　
＾
舶
）

が
養
謹
権
命
令
の
申
立
て
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
一

九
七
五
法
三
七
条
一
項
）
。
養
謹
権
命
令
に
よ
れ
ぱ
、
子
の
監
護

関
係
は
、
養
子
命
令
の
よ
う
に
実
方
と
の
関
係
を
法
的
に
切
断
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
法
的
に
保
障
さ
れ
る
。
し
か
し
、
子
が
一
九
七

三
年
婚
姻
事
件
手
続
法
四
一
条
一
項
㈹
号
・
ω
号
の
命
令
に
指
名

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
継
親
に
は
養
謹
権
申
立
て
権
を
欠
く
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（
三
三
条
五
項
）
の
で
、
継
子
養
子
の
代
替
と
し
て
の
養
護
権
制

度
の
役
割
は
限
定
的
で
あ
る
（
但
し
、
他
方
親
の
死
亡
し
て
い
る

場
合
を
除
く
、
三
三
条
八
項
）
。
な
お
、
実
親
に
は
申
立
て
権
は

な
い
（
三
三
条
四
項
）
。

　
非
嫡
出
継
子
の
養
子
縁
組
は
、
養
護
権
申
立
て
と
の
関
係
で
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

隈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
ほ
か
は
、
従
前
通
り
認
め
ら
れ
る
。
非

嫡
出
子
の
嫡
出
子
化
と
い
う
英
国
養
子
法
の
も
う
ひ
と
つ
の
役
割

は
、
未
だ
健
在
で
あ
る
。
非
嫡
出
子
と
そ
の
実
親
（
推
定
上
の

父
）
と
の
関
係
は
、
嫡
出
子
の
そ
れ
ほ
ど
に
は
重
視
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
継
子
、
特
に
両
親
が
離
婚
し
、
他
方
親
め

生
存
す
る
嫡
出
子
の
継
親
に
よ
る
養
子
縁
組
の
申
立
て
に
は
厳
し

い
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

　
ま
た
、
申
立
て
が
認
め
ら
れ
て
も
、
子
の
養
子
縁
組
に
対
す
る

他
方
親
の
同
意
及
ぴ
そ
の
免
除
が
問
題
と
な
る
。
裁
判
所
は
、
す

で
に
一
九
七
五
年
法
以
前
か
ら
、
離
婚
後
の
再
婚
に
続
く
継
子
養

子
に
つ
い
て
、
相
当
の
事
由
な
き
恒
久
的
な
親
の
義
務
解
怠
及
び

同
意
の
不
当
拒
否
（
一
九
五
八
年
法
五
条
参
照
）
に
基
づ
く
免
除

を
拒
ん
で
い
る
（
射
①
冒
（
呂
巨
o
冨
）
（
＞
o
o
官
6
目
一
〕
｝
勺
彗
彗
け
）

□
s
ヨ
］
｝
里
旨
．
8
鵯
一
射
Φ
申
（
＞
旨
巨
昌
）
（
＞
旨
黒
－
o
目
一
々

勺
胃
彗
け
）
［
岩
ご
］
弓
嘗
∋
・
嵩
N
）
・

　
右
の
規
制
の
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
ト
ン
委
員
会
の
報
告

＾
拓
〕

書
が
強
く
影
響
し
て
い
る
。
養
子
制
度
を
家
庭
外
ρ
要
保
謹
児
童

救
済
策
と
位
置
付
け
た
委
員
会
は
、
そ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ぺ
ー
パ

＾
竺ー

に
お
い
て
、
親
族
に
よ
る
養
子
縁
組
に
疑
問
を
な
げ
か
け
た
。

こ
こ
に
い
う
親
族
と
は
、
実
際
に
は
実
親
・
継
親
、
祖
父
母
、
お

じ
お
ぱ
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
兄
姉
や
も
っ
と
遠
い
親
族
も
合
ま
れ

る
。　

「
親
族
に
よ
る
養
子
縁
組
は
、
現
存
す
る
血
族
・
姻
族
関
係
を
、

　
事
実
上
で
な
く
、
法
律
上
切
断
し
、
自
然
的
関
係
の
か
わ
り
に

　
養
親
子
関
係
を
作
り
出
す
が
、
自
然
的
関
係
は
、
事
実
上
－

　
法
律
上
で
な
く
－
不
変
の
ま
ま
続
く
。
こ
う
し
た
養
子
縁
組

　
の
ほ
と
ん
ど
は
、
非
親
族
に
よ
る
養
子
縁
組
が
そ
う
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

　
と
い
う
意
味
で
、
人
工
的
（
胃
庄
ま
邑
）
で
■
あ
る
：
・
…
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

親
族
養
子
は
、
養
子
縁
組
に
対
す
る
よ
り
「
率
直
な
（
o
勺
旨
）
」

ア
プ
ロ
ー
チ
に
矛
盾
す
る
。
「
率
直
性
」
は
子
の
身
分
関
係
一
般

（
非
嫡
出
子
、
親
の
離
婚
・
死
亡
な
ど
の
事
実
）
に
つ
い
て
要
求

さ
れ
る
の
で
、
親
族
養
子
よ
り
も
後
見
法
の
利
用
が
望
ま
し
い
。

親
・
継
親
に
よ
る
嫡
出
子
の
養
子
縁
組
は
、
子
と
実
方
と
の
関
係

の
切
断
は
不
適
当
で
有
害
か
兇
し
れ
な
い
の
で
、
禁
止
さ
れ
る
べ

90
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（91）　継親子関係について

き
で
あ
る
。
非
嫡
出
継
子
の
養
子
は
、
嫡
出
子
と
い
う
法
的
地
位

の
付
与
の
点
か
ら
許
さ
れ
る
。
以
上
が
提
案
の
骨
子
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
継
子
養
子
禁
止
へ
の
反
対
が
激
し
く
、
報
告
書
で
は
、

嫡
出
子
・
非
嫡
出
子
の
別
扱
い
も
、
継
子
養
子
禁
止
も
、
撤
廃
さ

れ
た
。
し
か
し
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ぺ
ー
パ
ー
で
の
基
本
的
立
場
は

不
変
で
あ
り
、
一
九
七
一
年
未
成
年
者
後
見
法
の
監
護
権
（
「
後

見
」
）
申
立
て
権
が
親
族
・
里
親
に
拡
大
さ
れ
る
（
勧
告
二
一
）

と
と
も
に
、
親
族
に
よ
る
養
子
申
立
て
に
対
し
、
子
の
福
祉
か
ら

後
見
の
利
用
を
考
慮
す
る
よ
う
に
裁
判
所
に
命
ず
る
立
法
措
置
が

勧
告
さ
れ
た
（
勧
告
二
〇
）
。
こ
れ
ら
の
勧
告
が
一
九
七
五
年
児

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

童
法
に
よ
る
養
護
権
制
度
（
同
法
第
二
都
）
と
し
て
実
現
し
た
わ

　
　
＾
仙
〕

け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
婚
姻
事
件
手
続
法
に
言
及
す
る
一
〇
条
三
項
、
一
一

条
四
項
及
び
三
三
条
五
項
は
、
ホ
ー
ト
ン
委
員
会
の
立
場
を
さ
ら

に
明
確
化
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
子
の
監
護
に
関
す
る
手
続
を
離

婚
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
で
、
継
親
子
関
係
の
法
規
制
を
親
の
離

婚
に
伴
う
過
程
の
一
部
と
位
置
付
け
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
3
　
規
制
の
評
価

　
英
国
に
お
い
て
継
子
養
子
の
意
義
を
疑
問
視
す
る
根
拠
は
、
継

子
の
要
保
謹
性
の
欠
如
、
養
子
命
令
の
必
然
性
の
欠
如
及
ぴ
養
子

命
令
に
よ
る
子
と
実
方
親
族
と
の
法
的
切
断
の
不
適
当
な
ど
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
根
拠
は
是
認
さ
れ
、
か
つ
、
養
子
縁

組
は
実
際
に
も
制
隈
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
特
に
一

〇
条
三
項
を
中
心
に
、
一
九
七
五
年
法
の
実
際
上
の
影
響
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
右
の
根
拠
自
体
に
疑
問
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九

七
五
年
法
の
審
議
に
際
し
、
議
会
は
こ
れ
ら
の
条
文
の
実
質
的
な

検
討
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
。
議
会
は
ホ
ー
ト
ン
委
員
会
の
立

場
を
ほ
ぽ
無
条
件
に
う
け
い
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
委
員

会
は
、
不
在
の
他
方
実
親
と
の
絆
の
切
断
が
子
に
と
っ
て
不
適
当

で
有
害
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
理
由
を
詳
し
く
説

　
　
　
　
　
＾
仙
）

明
し
て
い
な
い
。
継
子
養
子
を
含
む
親
族
養
子
が
多
様
な
状
況
で

行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
継
子
養
子
に
も
利
点
の
あ
る
こ
と
、
実

親
子
関
係
の
法
的
切
断
が
必
ず
し
も
そ
の
事
実
的
切
断
を
意
味
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛇
〕

な
い
こ
と
を
看
過
し
て
し
ま
っ
た
。

　
第
二
に
、
一
〇
条
三
項
は
無
用
の
規
定
で
あ
る
。
一
九
七
五
年

法
三
条
は
、
子
の
福
祉
を
保
護
促
進
す
る
二
ー
ド
を
第
一
の
考
慮

事
項
と
す
る
よ
う
裁
判
所
及
び
養
子
機
関
に
義
務
付
け
て
い
る
。

裁
判
官
は
、
具
体
的
事
件
で
養
子
命
令
よ
り
も
監
謹
権
命
令
の
ほ

う
が
よ
い
と
考
え
れ
ぱ
、
三
条
を
根
拠
に
当
然
に
養
子
申
立
て
を

ω
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却
下
す
る
は
ず
で
あ
り
、
一
〇
条
三
項
の
適
用
は
無
関
係
で
あ
る
。

一
〇
条
三
項
は
当
然
の
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
、
継
子
養
子
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
側
〕

積
極
的
に
挫
く
よ
う
に
裁
判
所
に
命
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
実
際
に
は
、
本
項
の
存
在
に
よ
り
継
子
養
子
抑
制
の
印
象
を

　
　
＾
μ
〕

免
れ
な
い
。
一
一
条
四
項
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
一
〇
条
三
項
の
法
文
上
の
意
義
は
少
な
い
と
し
て
も
、

実
務
へ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
ま
ず
、
本
項
施
行
後
、
親
・
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
〕

親
に
よ
る
嫡
出
継
子
養
子
件
数
が
激
減
し
た
。
し
か
し
、
も
っ
と

重
要
な
の
は
、
裁
判
所
毎
に
一
〇
条
三
項
の
解
釈
が
異
な
り
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
価
〕

条
の
適
用
に
関
す
る
統
一
的
基
準
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。

　
控
訴
院
も
、
本
項
の
解
釈
に
つ
い
て
統
一
的
態
度
を
示
せ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

な
い
。
内
O
ω
。
（
H
目
武
目
誌
）
（
＞
O
O
冥
｛
O
目
一
U
＜
勺
彗
O
暮
）
で
は
、

た
と
え
養
子
縁
組
が
子
の
福
祉
を
守
り
促
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
、
現
状
に
比
べ
て
だ
け
で
な
く
、
婚
姻
事
件
手
続
法
四
二

条
の
共
同
監
謹
権
命
令
に
比
べ
て
も
、
よ
い
と
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
、
縁
組
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

諸
判
決
（
未
公
表
）
で
は
、
右
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
、
実
方
と
の

法
的
切
断
と
事
実
的
切
断
と
の
区
別
、
あ
る
い
は
、
子
と
不
在
親

と
の
絆
が
不
存
在
の
と
き
は
そ
れ
を
法
的
に
切
断
し
て
も
害
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
侶
）

い
と
い
っ
た
論
理
に
よ
り
、
継
親
に
養
子
命
令
を
与
え
て
い
る
。

　
最
後
に
、
婚
姻
事
件
手
続
に
よ
り
継
親
（
子
の
自
然
的
後
見
人

で
な
い
）
に
監
護
権
を
付
与
し
た
場
合
、
そ
の
意
味
、
養
護
権
者

と
比
べ
て
の
権
限
の
異
同
の
有
無
、
継
親
家
族
外
の
実
親
の
権
利

　
　
　
　
石
）

義
務
へ
の
影
響
、
さ
ら
に
は
、
配
偶
者
た
る
実
親
死
亡
後
の
継
親

の
地
位
な
ど
の
問
題
が
全
く
不
明
確
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
子
の
監
謹
権
命
令
は
、
い
つ
で
も
取
消
し
や
修
正
が
可
能
で

あ
り
、
養
子
決
定
の
明
白
性
・
終
局
性
に
比
べ
、
状
況
を
よ
り
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
0
〕

く
処
理
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
継
子
養
子
の
抑
制
に
は
強
い
疑
問
や
批
判

の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
大
局
的
に
は
抑
制
の
傾
向
は

変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
そ
の
具
体
的
な
方

法
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
五
年
法
に
よ
る
監
護
権
及
び
養
護
権
制
度

は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
試
み
に
す
ぎ
ず
、
な
お
暗
申
模
索
の
状
態
が

続
く
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
継
子
養
子
の
意
義
・
目
的
を
明
確

に
位
置
付
け
、
そ
の
制
隈
に
つ
い
て
大
方
の
意
見
の
一
致
を
得
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

四
　
継
親
子
関
係
と
継
子
養
子

　
継
親
子
関
係
は
決
し
て
今
日
的
現
象
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
扱
い
は
否
定
的
で
、
社
会
挙
的
研
究
も
不
十
分
で
あ

鯛
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（93）　継親子関係について

る
。
ま
た
、
か
つ
て
の
継
親
子
関
係
は
、
前
婚
配
偶
者
の
死
亡
に

よ
り
生
ず
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
今
日
で
は
前
婚
の
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
団
）

婚
に
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、
継
親
家
族
の
外
に
子

の
も
う
一
人
の
実
親
が
存
在
す
る
点
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
考

　
　
　
＾
駆
〕

慮
を
要
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠

　
子
の
監
謹
の
継
続
性
の
原
則
に
て
ら
し
、
継
親
家
族
の
監
謹
関

係
は
、
原
則
と
し
て
も
う
一
人
の
実
親
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
。
養
子
縁
組
は
継
親
家
族
を
法
的
に
保
障
す
る
最
も
有

効
な
手
段
で
あ
る
。
他
方
、
子
と
も
う
一
人
の
実
親
（
及
び
そ
の

親
族
）
と
の
関
係
は
、
安
易
に
切
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
継
子
養
子
は
、
継
子
に
要
保
謹
性
を
欠
く
点
で
特
殊
で
あ
る
。

継
子
に
は
親
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
親
は
親
と
し
て
の
責
任
も
負

っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
子
の
な
い
者
に
親
の
特
権
を
与

え
、
親
の
な
い
者
、
親
に
扶
養
意
思
・
能
カ
を
欠
く
者
に
親
の
保

　
　
　
（
鵠
〕

謹
を
与
え
る
」
と
い
う
養
子
制
度
の
理
念
に
継
子
養
子
は
そ
ぐ
わ

な
い
。
し
か
し
、
養
子
縁
組
に
よ
り
継
親
子
間
に
は
法
的
親
子
関

係
が
認
め
ら
れ
、
子
に
も
新
し
い
家
族
が
与
え
ら
れ
る
。
多
く
の

立
法
例
で
継
子
養
子
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
国
際
的
に
も
拡
大
傾

向
に
あ
る
の
は
、
こ
の
点
が
評
価
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
。
離
婚
及

び
再
婚
に
よ
り
生
じ
た
継
親
家
族
を
遠
や
か
に
法
的
に
再
構
成
し

強
固
に
す
る
た
め
に
、
継
子
養
子
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
法
的
親
子
関
係
は
、
人
為
的
に
は
養
子
縁
組
に
よ
っ

て
し
か
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
親
子
関
係
に
伴
う
権
利
義
務
の

多
く
は
、
法
的
親
子
関
係
が
な
く
て
も
、
事
実
上
の
監
謹
関
係
の

存
在
ま
た
は
既
存
の
制
度
の
利
用
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

継
親
子
関
係
へ
の
個
別
の
法
規
制
が
進
み
、
実
子
や
養
子
と
の
差

別
が
な
く
な
れ
ぱ
、
こ
の
点
で
の
継
子
養
子
の
実
益
は
少
な
く
な

る
。
こ
こ
で
の
継
子
養
子
は
、
継
親
子
間
に
存
す
る
事
実
的
監
謹

、
関
係
へ
の
法
的
対
応
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
継
親
家
族
外
の
も

う
一
人
の
実
親
（
及
ぴ
そ
の
親
族
）
と
子
と
の
関
係
を
解
消
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
則
〕

行
為
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
継
親
子
関
係
の
規
制
は
、
親
の
離
婚
及
ぴ
再
婚
に
伴
う
家
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
）

再
構
成
と
い
う
連
続
す
る
過
程
の
中
で
、
離
婚
後
の
監
護
権
な
き

親
（
及
ぴ
親
族
）
と
子
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
の
中
で
、

と
ら
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
で
－
子
の
福
祉
を
最
も

促
す
よ
う
な
－
監
護
権
な
き
実
親
の
権
利
と
継
親
の
権
利
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
駝
）

間
の
適
正
な
バ
ラ
ン
ス
を
み
い
だ
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
養
子
縁
組
は
、
こ
の
過
程
を
処
理
し
、
か
つ
、
子
の
監
護
も
確

保
で
き
る
有
効
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
満
足
的
な
方
法

で
は
な
い
。
養
子
縁
組
は
、
当
事
者
間
に
血
縁
関
係
を
擬
制
す
る

鯛
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こ
と
で
親
子
と
し
て
の
権
利
義
務
を
得
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
ま
で
実
親
子
に
与
え
て
き
た
法
的
保
護
を
今
度
は
養
親
子
“
継

親
子
に
与
え
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
問
題
の
根
本
的
解
決
に
な
っ
て

い
な
い
。
し
か
も
、
養
子
縁
組
は
、
夫
婦
と
そ
の
未
成
熱
子
と
か

ら
な
る
い
わ
ゆ
る
核
家
族
を
規
範
化
し
、
そ
れ
以
外
の
多
様
な
家

族
形
態
の
枠
組
を
提
供
で
き
な
い
点
で
、
今
日
的
な
継
親
家
族
の

状
況
に
十
分
対
応
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
養
子
縁
組
に
よ
る

処
理
に
は
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
継
親
家
族
が
養
子
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
研
）

組
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
婚
姻
に
か
わ
る
同
棲
関
係
の
増

加
な
ど
か
ら
も
、
養
子
縁
組
に
関
連
し
た
規
制
だ
け
で
は
不
十
分

　
　
＾
躯
）

で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
、
な
お
批
判
や
検
討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、

継
親
子
関
係
を
、
養
子
縁
組
だ
け
で
な
く
、
養
護
権
や
監
謹
権
も

含
め
て
規
制
し
よ
う
と
す
る
英
国
法
の
あ
り
方
は
評
価
で
き
る
。

　
継
親
子
関
係
の
規
制
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
も
し
養
子
縁
組

に
よ
ら
な
い
と
す
れ
ぱ
、
継
親
子
間
で
必
要
な
も
の
に
隈
っ
て
個

別
的
に
法
的
効
果
を
得
る
方
法
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
〕

的
方
法
と
し
て
は
、
英
国
法
の
ほ
か
、
ス
イ
ス
法
の
規
制
も
興
味

深
い
。
ス
イ
ス
法
は
、
配
偶
者
（
1
1
継
親
）
に
、
他
方
配
偶
者
の

婚
姻
前
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
へ
の
助
カ
（
民
法
二
七
八
条
二

項
）
及
ぴ
親
権
行
使
へ
の
助
カ
（
二
九
九
条
）
を
規
定
し
、
必
要

な
場
合
に
は
子
の
代
理
権
を
認
め
る
（
二
九
九
条
）
。
こ
の
よ
う

に
、
継
親
に
一
種
の
法
定
補
佐
人
（
な
お
、
補
佐
人
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
0
〕

ド
イ
ツ
民
法
一
六
八
五
条
以
下
参
照
）
の
地
位
を
認
め
る
方
法
に

よ
れ
ぱ
、
継
親
子
関
係
は
、
継
親
の
配
偶
者
た
る
子
の
実
親
を
媒

介
に
し
て
間
接
的
に
規
制
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
何
ら
か
の
特

別
の
手
続
を
要
し
な
い
。
実
親
の
優
位
は
保
た
れ
、
継
親
家
族
外

の
実
親
と
子
と
の
関
係
は
影
響
を
う
け
ず
、
し
か
も
、
継
親
家
族

の
監
謹
は
必
要
な
範
囲
で
保
謹
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
規
制

で
は
、
た
と
え
ぱ
実
親
死
亡
時
や
継
親
と
実
親
と
の
婚
姻
破
綻
時

の
扱
い
、
相
続
権
の
扱
い
な
ど
で
な
お
不
十
分
な
点
を
残
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎝
）

今
後
の
ひ
と
つ
の
方
向
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
継
子
養
子
の
可
能
性
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
べ
き

で
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
養
子
縁
組
に
よ
る
親
子
関
係
の

法
的
形
成
の
利
点
は
、
そ
の
効
果
の
確
定
性
・
包
括
性
に
加
え
、

な
お
多
く
の
権
利
義
務
が
血
縁
ま
た
は
擬
制
さ
れ
た
血
縁
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
硯
）

基
準
に
認
め
ら
れ
る
以
上
、
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
い
て
も
、
継
子
養
子
は
、
右
で
検
討
し
た
問
題
点
を

基
本
的
に
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
継
子
養
子
に
関

し
、
単
に
そ
の
要
件
を
厳
格
に
し
た
り
効
果
を
制
隈
す
る
と
い
っ

以
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た
次
元
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
継
親
子
関
係
の
社
会
的
背
景
を
ふ
ま

え
た
、
よ
り
根
本
的
な
対
応
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
親
子
関
係
の
意

義
に
関
す
る
基
本
的
な
反
省
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

五
　
終
わ
り
に

　
本
稿
は
、
継
子
養
子
を
手
掛
り
に
、
継
親
子
関
係
の
規
制
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
継
子
養
子
に
関
連
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
間
題
点
の
多
く
は
、
継
子
や
親
族
養
子
の
み
な
ら
ず
、
基
本
的

に
は
養
子
縁
組
一
般
に
つ
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
養
子
縁

組
は
血
縁
子
へ
の
法
的
保
謹
を
養
子
に
も
拡
大
す
る
も
の
に
す
ぎ

ず
、
か
え
っ
て
事
実
上
の
監
謹
関
係
を
正
式
の
養
子
縁
組
が
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
3
）

て
も
保
護
す
る
必
要
を
示
す
と
の
指
摘
は
、
婚
姻
家
族
だ
け
で
な

く
、
単
親
家
族
、
継
親
家
族
、
同
棲
そ
の
他
多
様
な
家
族
形
態
の

存
在
を
前
に
、
そ
の
意
味
を
増
す
。
既
存
の
法
・
慣
習
は
、
こ
の

状
況
に
対
応
す
べ
く
、
よ
り
柔
軟
な
規
制
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
養
子
制
度
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。
他
方
、
家
族
関
係
が
社
会
的
に
多
様
化
・
重
層
化
す
る
中
で
、

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
求
め
ら

れ
て
く
る
。
そ
の
た
め
の
拠
り
所
と
し
て
の
生
物
的
な
血
縁
関
係

も
ま
た
重
要
性
を
増
そ
う
。
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
要
請
を
混
同
し
な

い
こ
と
が
、
ま
ず
必
要
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
中
川
善
之
助
編
『
注
釈
民
法
』
吻
の
n
、
五
八
九
頁
（
中
川
良

　
　
延
担
当
、
　
一
九
七
二
）
。

　
（
2
）
　
三
浦
正
贈
「
我
が
国
に
お
け
る
養
子
縁
組
の
実
態
」
ω
㈲
、
戸

　
　
籍
四
六
二
号
一
五
員
、
四
六
三
号
三
四
頁
（
一
九
八
三
）
。

　
（
3
）
　
「
わ
が
国
に
お
け
る
養
子
縁
組
の
実
態
」
同
『
養
子
法
の
研
究

　
　
皿
』
二
五
三
頁
（
一
九
八
五
）
。

（
4
）

（
5
）

　
号
、

（
6
）

（
7
）

別
表
－
巻
照
。

山
畠
正
男
「
養
子
法
と
縁
組
の
実
態
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
五

一
二
九
員
（
一
九
八
三
）
。

別
表
2
参
照
。

『
離
婚
統
計
　
人
口
馳
態
統
計
特
殊
報
告
』
二
二
頁
（
一
九
八

　
四
）
。

（
8
）
　
配
偶
者
の
非
嫡
出
子
を
養
子
と
す
る
例
も
あ
る
が
、
少
数
で
あ

　
る
。

（
9
）
　
山
本
正
憲
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
連
れ
予
養
子
を
め
ぐ
る
諸
問

　
題
」
『
前
掲
書
』
（
詮
3
）
二
九
一
－
二
九
二
頁
。

（
1
0
）
　
大
森
政
輔
「
現
行
養
子
制
度
の
問
魑
点
」
戸
籍
四
七
六
号
、
一

　
二
頁
（
一
九
八
四
）
。
子
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
親
・
継
親
の
離

　
婚
に
伴
っ
て
継
子
養
子
の
離
縁
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
先
の
法
務
省

　
調
査
で
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
困
中
康
久
「
載
が
国
に
お
け
る
離

　
縁
の
実
態
」
戸
籍
四
六
四
号
一
七
員
（
一
九
八
三
）
。

（
1
1
）
　
養
子
縁
組
の
不
可
欠
の
フ
7
ク
タ
ー
は
、
他
児
養
育
の
存
在
で
．

　
は
な
く
、
「
親
子
関
係
の
人
為
的
創
設
」
ま
た
は
「
家
族
的
身
分
の

㏄
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創
設
L
の
存
在
で
あ
る
。
山
自
囲
正
男
「
養
子
制
度
に
関
す
る
一
考

　
察
」
H
O
、
法
学
一
六
巻
一
号
八
五
頁
、
二
号
二
〇
〇
頁
（
一
九
五

　
二
）
参
照
。

（
u
B
）
　
い
わ
ゆ
る
離
縁
（
養
親
子
関
係
の
解
消
）
が
認
め
ら
れ
な
い

　
こ
と
も
、
継
子
養
子
の
問
題
性
を
際
立
た
せ
る
。

（
1
2
）
　
旧
規
定
起
草
時
の
問
題
も
合
め
、
継
親
子
関
係
の
規
制
と
民
法

　
典
に
お
け
る
親
族
概
念
に
つ
き
、
川
島
武
宜
「
民
法
典
の
『
親
族
』

　
概
念
に
つ
い
て
」
同
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』
一
二

　
六
頁
（
一
九
五
七
）
参
照
。

（
1
3
）
　
中
川
善
之
助
『
新
訂
親
族
法
』
九
二
頁
誼
2
（
一
九
六
五
）

（
1
4
）
　
穂
稜
璽
遠
『
親
族
法
』
六
二
頁
（
一
九
三
三
）
。

（
∬
）
　
多
く
の
諭
稿
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
外
岡
茂
十
郎
「
継
親
子

　
ノ
意
義
」
早
稲
田
法
学
八
巻
（
一
九
二
八
）
、
於
保
不
二
雄
「
継
子

　
の
意
義
に
就
て
」
法
挙
論
叢
四
五
巻
四
号
四
七
六
員
（
一
九
四
一
）

　
参
照
。

（
1
6
）
　
穂
積
『
前
掲
書
』
（
註
1
4
）
七
一
貢
、
中
島
玉
吉
「
継
子
非
子

　
論
」
同
『
親
族
相
続
法
改
造
論
』
二
二
三
頁
（
一
九
二
七
）
、
谷
口

　
知
平
『
日
本
親
族
法
』
一
一
二
頁
（
一
九
三
五
）
な
ど
。

（
1
7
）
　
穂
稜
重
遠
「
民
法
改
正
要
綱
解
説
」
臼
、
『
家
族
制
度
全
集
法

　
偉
篇
皿
親
子
』
三
三
三
頁
以
下
（
一
九
三
七
）
。

（
1
8
）
　
詳
細
は
、
民
法
改
正
に
関
す
る
国
会
関
係
資
料
（
家
庭
裁
判
資

　
料
三
四
号
、
一
九
五
三
）
参
照
。

（
1
9
）
　
前
掲
資
料
、
二
九
五
頁
、
奥
野
政
府
委
員
の
答
弁
、
「
：
・
－
自

　
分
の
配
偶
者
の
子
供
を
養
子
に
す
る
と
き
は
、
割
合
に
簡
単
に
、
家

　
事
審
判
所
の
許
可
な
ん
か
要
ら
な
い
で
．
簡
単
に
で
き
る
制
度
を
つ

　
く
っ
た
：
　
…
L
。

（
2
0
）
　
前
掲
資
料
、
一
八
一
－
一
八
二
頁
。

（
2
1
）
　
山
畠
正
男
「
明
治
民
法
起
草
者
の
養
子
制
度
観
」
『
現
代
私
法

　
の
諸
問
題
』
㈲
、
七
四
六
－
七
四
七
員
（
一
九
五
九
）
。

（
2
2
）
　
継
親
子
間
に
は
事
実
上
の
親
子
関
係
が
生
じ
、
継
親
は
継
子
に

　
対
す
る
親
と
し
て
の
貴
任
を
実
質
的
に
ひ
き
う
け
て
い
る
例
が
ほ
と

　
ん
ど
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
法
的
に
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ

　
る
。
子
の
実
親
た
る
配
偶
者
の
生
存
中
は
ま
だ
し
も
、
そ
の
死
後
は
、

　
後
見
人
に
選
任
さ
れ
な
い
以
上
、
継
親
は
全
く
無
権
限
で
あ
る
。
な

　
お
、
生
存
親
の
希
望
に
反
し
て
、
継
親
に
よ
る
子
の
養
育
の
継
続
を

　
認
め
た
審
判
例
が
あ
る
（
大
阪
家
審
昭
五
三
・
六
・
二
六
家
月
＝
＝

　
巻
七
号
七
一
頁
、
浦
和
家
川
越
支
審
昭
五
五
・
六
・
二
三
家
月
三
二

　
巻
一
一
号
七
一
頁
。
い
ず
れ
も
死
亡
親
が
親
権
者
で
、
生
存
親
か
ら

　
親
権
者
変
更
を
＊
し
立
て
た
事
例
）
。
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
、
婚

　
姻
費
用
（
七
六
〇
条
）
に
継
子
の
生
活
費
が
含
ま
れ
る
と
す
る
審
判

　
例
が
あ
る
（
東
京
家
審
昭
三
五
・
一
・
一
八
家
月
一
二
巻
五
号
一
五

　
三
頁
）
。
相
続
に
関
し
て
は
遮
言
の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
が
、
継
子

　
に
対
す
る
継
親
の
相
続
は
認
め
ら
れ
に
く
い
だ
ろ
う
。

（
2
3
）
　
詳
し
く
は
、
石
川
稔
「
継
親
養
子
縁
組
と
親
権
者
の
変
更
」
上

　
智
大
学
法
学
部
二
五
周
年
記
念
論
文
集
一
四
一
員
（
一
九
八
三
）
参

　
照
。

（
2
4
）
　
三
浦
「
前
掲
論
文
」
（
註
2
）
ω
、
二
〇
員
、
山
本
「
前
掲
論

　
文
」
（
註
3
）
二
七
〇
員
。
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（
2
5
）
　
山
畠
「
前
掲
諭
文
」
（
詑
2
1
）
参
照
。

（
2
6
）
　
本
稿
に
お
い
て
英
国
と
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
隈
り
、
イ
ン
グ

　
ラ
ン
ド
及
ぴ
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
い
う
。

（
η
）
最
近
の
法
に
関
し
て
は
、
三
木
妙
子
「
イ
ギ
リ
ス
の
養
子
制

　
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
二
号
ニ
ハ
頁
（
一
九
八
三
）
参
照
。

（
2
8
）
　
継
子
養
子
に
つ
い
て
は
、
西
ド
イ
ツ
の
養
子
法
改
正
（
一
九
七

　
六
年
）
及
ぴ
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
も
参
考
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
直

　
接
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
う
た
。
以
下
、
必
要
に
応
じ
て
触

　
れ
る
に
と
ど
め
る
。

（
2
9
）
　
す
で
に
山
本
「
前
掲
諭
文
」
（
莚
9
）
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
の

　
で
、
本
稿
は
そ
れ
と
の
重
複
を
な
る
べ
く
避
け
て
考
察
す
る
。

（
3
0
）
　
Z
o
亘
虫
ミ
§
ミ
ト
s
§
き
§
§
一
く
〇
一
－
竃
（
筍
S
）
一
賞
3

　
田
昌
ぎ
ξ
員
、
、
■
晶
g
－
昌
巳
彗
房
o
－
↓
a
胆
｝
．
叩
．
ω
冨
勺
，
射
o
雪
口
昌
－

　
ω
巨
弓
“
O
－
自
O
0
H
0
－
固
射
①
く
示
－
訂
P
．
、
、
s
§
｝
ミ
ト
S
S
C
ミ
畠
ミ
帝
、
ミ
．
く
o
－
－

　
阜
（
H
署
o
）
一
8
p

（
3
1
）
丙
。
老
・
（
旨
冨
易
）
（
吊
葦
暮
；
一
。
目
豪
）
口
葦
］
墨
昌
♂

　
（
宅
ご
）
．
事
実
上
の
監
護
者
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ

　
ギ
リ
ス
に
お
け
る
親
の
権
利
」
一
橋
研
究
一
〇
巻
一
号
一
員
（
一
九

　
八
五
）
参
昭
一
。

（
3
2
）
　
詳
紬
は
、
、
望
｛
由
色
き
昌
讐
号
彗
庄
岸
蜆
■
o
o
q
巴
ω
冨
ε
9
、
．

　
x
轟
ざ
．
x
§
ミ
、
§
卜
§
き
ミ
§
一
く
0
F
血
（
6
き
）
一
N
亀
参
照
。

（
3
3
）
　
山
本
「
前
掲
論
文
」
（
註
9
）
二
九
二
－
二
九
八
頁
に
簡
潔
に

　
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
糾
）
　
親
族
と
は
、
祖
父
母
、
兄
、
姉
、
お
じ
、
お
ぱ
で
、
血
族
た
る

　
と
姻
族
た
る
を
問
わ
な
い
。
非
嫡
出
子
の
父
及
ぴ
そ
の
親
族
も
含
ま

　
れ
る
（
一
九
五
八
年
養
子
法
五
七
条
一
項
）
。

（
砧
）
　
凄
護
権
制
度
に
つ
い
て
は
山
本
「
前
掲
論
文
」
（
註
9
）
及
び

　
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
参
考
文
猷
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
従
来

　
畠
黒
0
2
彗
3
号
は
「
義
謹
権
」
又
は
「
監
護
者
椀
」
と
訳
さ
れ
て

　
い
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
を
用
い
る
。
こ
の
議
は
、
親
以
外
の
者
に

　
法
的
監
護
権
を
与
え
る
命
令
を
示
す
用
語
な
の
で
（
§
§
ミ
具
卜
O
－

　
ミ
3
く
〇
一
、
塞
メ
o
o
－
．
o
o
－
“
軸
、
■
o
邑
＜
、
o
＝
肋
－
勺
鶉
a
旨
）
、
通
常
は

　
○
冨
ざ
身
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
監
護
権
」
と
明
白
に
区
別

　
す
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
法
的
監
護
権
に
つ

　
い
て
は
前
掲
拙
稿
（
註
3
1
）
参
照
。
な
お
、
同
稿
七
頁
に
お
い
て
、

　
事
実
的
監
護
権
の
定
義
が
一
九
七
八
年
解
釈
法
に
よ
り
一
九
七
五
年

　
児
童
法
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
述
ぺ
た
が
、
正
確
に
は
、
事
実
的

　
監
謹
権
で
は
な
く
、
「
子
と
同
屠
す
る
者
へ
の
い
か
な
る
言
及
（
彗
㌣

　
冨
ざ
易
目
8
ε
け
チ
O
O
O
易
O
自
ミ
岸
－
ミ
宇
O
昌
固
O
巨
巨
…
－
・
－
窒
三
蜆

　
5
昌
O
）
」
（
一
九
七
五
年
法
八
七
条
三
項
参
照
）
で
あ
か
。
こ
の
場

　
を
借
り
て
、
訂
正
す
る
。

（
“
）
　
き
盲
ミ
県
§
雨
b
意
ミ
§
§
§
、
o
o
§
§
ミ
§
§
§
雨
」
込
意
－

　
ミ
o
S
呉
O
昏
ミ
～
ミ
ミ
　
（
O
目
≡
P
　
㎞
H
O
“
　
H
o
N
N
）
．

（
3
7
）
　
」
～
o
、
ミ
o
s
県
O
“
ミ
導
耐
S
（
雪
昌
ω
〇
一
一
0
N
o
）

（
3
8
）
　
き
§
一
勺
彗
寧
o
0
H
．

（
3
9
）
　
養
謹
権
命
令
に
関
す
る
規
定
は
一
九
八
五
年
二
一
月
一
圓
よ
り

　
施
行
さ
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
詳
細
は
未
確
認
で
あ
る
（
9
旨
・
彗

　
＞
o
R
6
ご
彗
o
艘
o
o
o
旨
窃
広
o
勺
8
8
＆
ぎ
o
有
蜆
豊
己
峯
顯
o
司
写
・
守

卯
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冨
仰
．
O
o
言
房
＞
9
乞
詰
（
O
O
…
目
血
昌
8
昌
彗
甘
）
◎
a
實
5
o
o
伽
（
ω
－

　
6
o
o
｛
ミ
o
）
）
。

（
4
0
）
　
ホ
ー
ト
ン
委
員
会
報
告
及
ぴ
一
九
七
五
年
法
に
つ
い
て
は
、
島

　
津
一
郎
1
1
許
末
恵
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
他
児
養
育
制
度
の
動
向
」

　
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
九
号
一
一
一
頁
（
一
九
八
四
）
参
照
。

（
4
1
）
　
継
子
養
子
に
強
く
反
対
す
る
ホ
ー
ト
ン
委
員
会
の
立
場
は
、

　
＞
留
o
o
冒
巨
o
目
o
｛
O
巨
－
O
O
顯
H
0
0
自
一
〇
耐
『
9
　
』
、
冬
ミ
o
S
■
．
ド
“
耐
ミ
ミ

　
」
ぎ
ミ
（
5
s
）
に
影
響
さ
れ
て
い
る
が
、
両
報
告
と
も
事
実
調
査

　
に
塞
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
峯
霊
肋
昌
一
、
、
o
巨

　
句
里
旨
…
鶉
ぎ
8
z
o
≦
一
＞
ω
冨
ε
蜆
δ
『
o
o
訂
勺
－
勺
胃
o
葦
閉
．
．
一
旨
峯
・

　
U
．
＞
1
弓
冨
o
昌
凹
目
o
o
二
9
ミ
軸
一
ト
8
§
o
ミ
軋
§
雨
、
昌
§
｝
ミ
（
■
o
自
・

　
o
o
目
－
H
o
o
o
企
）
－
N
ω
N
．
な
お
』
～
o
、
ミ
o
s
、
］
一
“
軸
ミ
ミ
」
き
軸
宮
軋
に
つ

　
い
て
は
、
ω
嘗
目
冒
9
y
ミ
o
～
耐
、
s
卜
s
§
亀
雨
e
｝
雨
s
－
く
o
－
ω
い
（
H
0
N
o
）
一

　
轟
｛
参
照
。

（
4
2
）
　
岸
串
色
ぎ
o
官
9
、
、
■
串
峯
宛
具
o
『
昌
乏
艘
↓
窒
員
．
、
ミ
o
き
§
卜
菖
S

　
亀
§
㌣
葦
く
o
－
．
ま
（
5
o
0
N
）
一
3
N
1
a
o
o
・

（
4
3
）
　
掌
“
き
勺
勺
1
9
o
o
l
α
S
・

（
4
4
）
　
た
と
え
ぱ
、
保
健
社
会
保
陣
省
回
状
（
U
｝
ω
ω
O
亭
8
一
彗
2
ρ

　
■
＞
o
（
ぎ
）
S
）
、
「
一
〇
条
、
一
一
条
の
趣
旨
は
、
親
．
継
親
．
親

　
族
に
よ
る
養
子
縁
組
を
挫
き
、
法
的
監
護
権
と
い
う
別
の
方
法
に
注

　
意
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
：
・
…
親
が
子
の
監
護
権
を
有
す
る

　
隈
り
、
親
・
継
親
は
養
子
決
定
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
通
常

　
で
あ
る
」
は
、
規
定
の
趣
旨
を
読
み
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
5
）
　
一
九
七
五
年
に
九
二
六
二
件
（
全
体
の
四
三
・
五
％
）
、
一
九
・

　
七
六
年
に
七
八
三
六
件
（
四
四
・
五
％
）
あ
っ
た
が
、
一
九
七
七
年

　
に
は
四
五
四
六
件
（
三
五
・
七
％
）
に
減
り
、
以
後
三
千
件
台
（
三

　
〇
％
台
）
を
保
っ
て
い
る
。
養
子
命
令
件
数
金
体
も
一
九
七
七
年
以

　
降
急
滅
し
、
一
九
八
一
年
に
は
遂
に
一
万
件
を
切
っ
て
、
第
二
次
世

　
界
犬
戦
前
の
水
準
に
戻
り
つ
つ
あ
る
。

（
4
6
）
　
一
九
七
五
年
児
童
法
が
継
子
養
子
に
与
え
た
影
響
を
調
査
し
た

　
－
峯
豊
ω
O
目
’
－
〕
■
老
O
ユ
〕
自
『
｝
淳
ω
．
Ω
・
O
ず
臼
叶
“
o
『
叶
o
P
　
ミ
｝
ミ
♪
　
＜
o
．

　
ミ
臼
ミ
O
ミ
ζ
（
曽
峯
ω
〇
一
一
鵠
ω
）
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
七
八
年
に
三

　
つ
の
地
方
当
局
管
内
に
お
い
て
離
婚
後
の
養
子
申
立
て
が
認
め
ら
れ

　
た
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
六
％
、
六
四
％
、
九
％
で
、
バ
ラ
ツ
キ
が

　
み
ら
れ
る
（
八
四
頁
）
。

（
4
7
）
　
［
岩
ミ
］
司
閏
∋
・
一
ご
・

（
4
8
）
　
詳
し
く
は
、
射
顯
ミ
旨
■
腎
一
怠
・
、
卜

（
4
9
）
　
峯
與
巳
目
雪
F
、
、
望
毛
も
胃
豊
け
竃
ρ
望
毛
－
o
巨
巨
冨
三
■
晶
巴

　
肉
9
き
o
畠
罰
霊
巨
ω
亀
ぎ
－
c
己
o
冨
一
、
ぎ
－
・
声
向
〇
一
色
墨
『
津
ω
・

　
字
肉
g
N
＆
’
ミ
ミ
§
零
s
ミ
、
o
§
き
§
ミ
§
き
o
§
§
ミ
o
『
富
ミ

　
⑦
§
㌣
ミ
婁
（
↓
o
8
鼻
9
乞
o
o
o
）
一
志
o
・

（
5
0
）
　
司
o
〇
一
タ
　
　
。
、
O
自
県
o
o
く
“
　
H
研
　
』
一
』
o
－
o
－
竺
　
－
目
8
『
勺
『
9
胆
庄
o
自
　
震
－
ρ

　
ω
冨
g
庁
o
｛
U
島
目
ま
o
p
．
．
吻
ミ
ミ
雨
卜
亀
蔓
完
雨
ミ
§
し
凄
N
・
N
9

（
∬
）
　
目
自
H
0
q
o
｝
目
o
即
O
－
顯
『
ぎ
　
、
．
司
H
O
目
－
　
司
串
一
げ
o
『
　
↓
O
　
ω
訂
勺
．
叶
嘗
一
サ
o
■
．
．

　
ま
■
－
峯
o
宍
鶉
淳
旨
．
O
，
d
ユ
ω
冒
o
ρ
一
一
H
ぎ
、
s
き
ミ
、
暗
ミ
ミ
一
岩
ひ

　
1
一
ξ
（
■
o
－
邑
o
P
岩
o
0
N
）
・

（
兜
）
　
西
ド
イ
ツ
民
法
ニ
ニ
七
一
条
四
項
は
、
実
親
の
死
亡
時
に
継
親

　
に
継
子
へ
の
養
育
資
金
の
提
供
を
義
務
付
け
る
が
、
こ
う
し
た
梱
続

鯛
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法
的
解
決
に
は
限
界
が
あ
る
。

（
“
）
　
4
く
．
O
旨
H
斥
o
目
顯
－
－
陣
－
O
壷
『
斤
o
｝
邑
ポ
　
『
“
雨
卜
畠
§
県
」
～
o
－

　
竜
“
§
§
軋
Ω
ミ
ミ
ミ
§
急
膏
県
H
意
ミ
由
（
■
昌
q
昌
一
H
竃
o
o
）
一
㎞
－

（
“
）
　
■
竃
g
津
ぶ
句
葭
目
射
N
H
凄
一
ω
N
9

（
∬
）
　
彗
凹
己
目
昌
打
ミ
・
o
き
や
お
十
再
婚
の
破
綻
率
は
初
婚
よ
り

　
も
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
野
々
山
久
也
『
離
婚
の
社
会

　
学
』
一
九
五
頁
以
下
（
一
九
八
五
）
）
の
で
、
子
が
さ
ら
に
親
の
離

　
婚
（
及
ぴ
再
婚
）
を
経
験
す
る
可
能
性
は
大
き
い
。

（
“
）
　
峯
鶉
ω
昌
一
意
．
o
き
や
蟹
N
一

（
帥
）
　
き
ミ
一
〇
・
8
H
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
七
六
年
前
で
も
離
婚
後
の
再

　
婚
例
で
養
子
を
申
し
立
て
た
の
は
二
〇
％
に
満
た
な
い
少
数
派
だ
っ

　
た
。
ま
た
、
英
国
で
も
継
父
・
実
母
に
よ
る
縁
組
が
圧
倒
的
に
多
く

　
（
峯
霊
閉
昌
ミ
邑
ゴ
o
、
§
ゴ
甲
む
声
）
、
狂
し
ろ
子
の
姓
、
家
族
の

　
姓
に
関
す
る
新
た
な
規
制
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

（
珊
）
　
西
ド
イ
ツ
養
子
法
改
正
時
に
議
論
さ
れ
た
要
件
・
手
続
及
ぴ
効

　
果
の
異
な
る
複
数
の
養
子
縁
組
の
規
定
も
、
本
文
で
の
間
趨
点
を
免

　
れ
な
い
。

（
”
）
　
条
文
に
つ
い
て
は
、
松
倉
耕
作
「
ス
イ
ス
改
正
親
子
法
（
仮

　
訳
）
」
南
山
法
挙
二
巻
三
号
一
五
五
頁
参
照
。

（
6
0
）
　
0
9
量
員
司
芭
昌
射
N
H
畠
P
H
o
㎞
．

（
6
1
）
　
雪
塞
蜆
9
～
暑
・
＆
♪
や
N
讐
申
も
、
配
偶
者
（
1
1
継
親
）
に

　
よ
る
親
の
権
利
の
分
有
を
提
案
す
る
。

（
6
2
）
　
射
．
司
『
彗
斤

照
（
拙
稿
紹
介
、

（
6
3
）
局
9
．

Ω
冨
冒
昌
｛
實
＞
匙
毛
庄
昌
（
H
0
N
o
。
）
第
四
章
参

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
三
号
五
四
貢
（
一
九
八
三
）
）
。

出典1法務年鑑
　　　司法統計年報

別表1
年次 養子縁組 許可養子

周出件数 縁組件数

1960 88．535 19，019

19ア0 8ア，565 9，611

1980 89，512 3，522

1981 92，233 3I3ア6

1982 92，104 3，150

別表2
親権を行う

年次 婚姻件数 再婚件数 離婚件数 子のある離
婚件数

1960 866，115 10ア，686 69．410 40，452

1970 1，029，405 114，535 95，937 56，683

1980 η4，702 117，329 141，689 95，755

1981 ア76，531 118，122 154，221 106114ア

1982 781，252 ユ20，η7 163，980 113。η4

出奥：人口醐態統計

（
一
九
八
五
、
　
一
〇
、
　
一
一
）

　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
手
）
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